
 

事 務 連 絡  

令和３年２月 12 日  

 

各都道府県知事 殿 

 

各府省庁担当課室 各位 

 

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長   

 

 

「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」における 

差別的取扱い等の防止に関する規定の周知について 

 

 

平素から新型コロナウイルスの感染拡大防止策の推進に御協力いただき感謝

申し上げます。 

「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」（令和３年

法律第５号。以下「改正法」という。）については、第 204 回国会（通常国会）

において、令和３年２月３日に可決成立し、２月 13日に施行されます。改正法

においては、新たに差別的取扱い等の防止に関する規定が設けられました。 

当該規定の具体的な内容は別添のとおりですので、関係各位におかれまして

は、その趣旨を十分御理解の上、管内市町村（特別区を含む。）をはじめ、関係

団体等に周知を図るとともに、新型コロナウイルス感染症に起因する差別的取

扱い等を防止するため、迅速かつ的確に対策、措置等を講じるべく、その運用に

遺漏なく対応してくださいますようお願いします。 

以上 

 

「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」におけ

る差別的取扱い等の防止に関する規定の内容について、管内市町村（特別

区を含む。）をはじめ、関係団体等に周知・対応をお願いするものです。 

 

 

【本件問合せ先】 

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室  

担当者：八重樫、重友、神前、倉田、北村、岩熊、山口、石岡 

TEL：03-6257-1309 

MAIL: reo.yaegashi.c8s@cas.go.jp 

   kazuaki.shigetomo.c9f@cas.go.jp 

MAIL: yuji.kozaki.f7j@cas.go.jp 

   hirofumi.kurata.v5j@cas.go.jp 

   shingo.kitamura.h6a@cas.go.jp 

MAIL: daichi.iwakuma.x9m@cas.go.jp 

MAIL: hirokazu.yamaguchi.v5v@cas.go.jp 

MAIL: takeaki.ishioka.k6n@cas.go.jp 
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